
 熱海市まちづくり条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年３月１７日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第１０号 

   熱海市まちづくり条例の一部を改正する条例 

 熱海市まちづくり条例（平成１７年熱海市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項第２号、第１５条第１項第１号及び第３３条第１項中「２０歳」を「１８歳」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 


